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はじめに 

本マニュアルは、医療法等に基づく各種手続きを電子申請により行うにあ

たり、その目的や手続き概要を整理したものです。電子申請の導入により、

医療機関等申請者においては来庁や郵送に係る時間的・物理的負担の軽減が

図られるとともに、従来の申請内容はそのままに、画面入力と書類のアップ

ロードで手続きを進められる点が特徴です。本マニュアルでは電子申請を行

う際の基本的な考え方と流れを示します。 

 

１．電子申請の対象となる手続き 

・医療法に基づく病院、診療所、助産所に関する申請届出 

・医療法に基づく医療法人に関する申請届出 

・臨床検査技師等に関する法律に基づく衛生検査所に関する申請届出 

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術

所等に関する届出 

・柔道整復師法に基づく施術所等に関する届出 

 

２．電子申請の流れ 

電子申請の流れは次のとおりとなっています。 

①ホームページで申請内容確認 

②申請書類作成 

③必要に応じて電子納付 

④電子申請システムで提出 
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医務関係手続きの電子申請は、兵庫県の各種オンラインサービスを利用し

て行います。 

まず、兵庫県ホームページで該当する手続きページを開き、内容や必要書

類を確認します。 

次に、申請書類や届出書類をダウンロードして作成し、図面・証明書類な

ど必要な添付資料を準備します。 

手数料が必要な場合は、案内ページのリンクから電子納付システムにアク

セスし、画面の案内に従ってオンラインで支払います。支払い後の確認情報

は保存しておきます。 

書類作成と納付が済んだら、電子申請システムで申請フォームに入力し、

書類をアップロードして送信します。申請後は、所管部署の審査が行われ、

必要に応じて補正依頼などが届きます。 

 

兵庫県ホームページ 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/imuka/denshishinsei.html 

兵庫県電子申請システム 

https://e-tumo.bizplat.asp.lgwan.jp/test-pref-hyogo-u/offer/offerL

ist_initDisplay 

兵庫県電子納付システム 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/imuka/tesuuryou.html 

                    

           

         
          

         
      
        

     

                
                 
       
       
              

     
            
   

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/imuka/denshishinsei.html
https://e-tumo.bizplat.asp.lgwan.jp/test-pref-hyogo-u/offer/offerList_initDisplay
https://e-tumo.bizplat.asp.lgwan.jp/test-pref-hyogo-u/offer/offerList_initDisplay
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/imuka/tesuuryou.html
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３．申請届出の選択 

 兵庫県ホームページ 医療法人・医療機関等に関する電子申請について 

（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/imuka/denshishinsei.html ）から行う

申請（届出）手続きを選択してください。 

 

クリックすると施設等種別に応じた申請（届出）手続き一覧が表示されま

す。 

手続きを行う様式をダウンロードして申請（届出）様式の作成、添付書類

の準備をしてください。 

 

施設等種別ごとに

行う手続きを選択

してください。 

行う手続きの申請（届出）

様式を選択してダウンロ

ードして作成してくださ

い。 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/imuka/denshishinsei.html
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４．手数料の納付 

手数料が必要な手続きは、兵庫県電子納付サービスホームページから納付

してください。 

兵庫県電子納付サービスホームページへのリンクは各施設等の申請手続き

一覧（３．申請の選択参照）の備考欄にあります。 

 

 

リンクをクリックすると該当する手続きの電子納付ページが表示されます。 

① メールアドレスの登録 

メールアドレス欄にメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してくだ

さい。 

 

該当する手続きの手数

料電子納付のページを

選択してください。 
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② 納付申込 

① で入力したアドレスに届いた電子メールに記載された URL をクリック

して入力フォームを開き、各入力項目を入力してください。 

 

 

③ 納付申込納付方法別 

支払方法（クレジットカード、インターネットバンキング、コンビニ、PayPay）

を選択し、各入力項目を入力してください。 
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④ 納付申込完了 

納付申込完了。コンビニ、インターネットバンキングは申込完了後支払い

を行ってください。 

 

 

⑤ 納付申込通知 

納付内容がメール通知されます。通知されたメールに電子納付番号が記載

されていますので、申請書に転記してください。 
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５．電子申請の手順 

①電子申請の申込 

 各施設等ごとの電子申請ホームページ（兵庫県ホームページ 医療法人

・医療機関等に関する電子申請について（https://web.pref.hyogo.lg.jp/

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ ）より選択）から電子申請のページのリ

ンクをクリックし、該当する電子申請を行うホームページ（兵庫県電子申請

システムｅ－ひょうご）を開いてください。 

 

兵庫県電子申請システムｅ－ひょうご（https://apply.e-tumo.jp/pref-

hyogo-u/offer/offerList_initDisplay）から検索することも可能です。 

e-ひょうごより直接申請される場合は、「キーワードで探す」のキーワード

入力欄に診療所等該当する施設名等を入力して申請する手続きを探してく

ださい。 

 

 

  

電子申請のページへ

のリンクをクリック

してください。 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/https:/web.pref.hyogo.lg.jp/
https://web.pref.hyogo.lg.jp/https:/web.pref.hyogo.lg.jp/
https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_initDisplay
https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_initDisplay
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利用者 ID とパスワードを入力してください。初めて利用される場合は、

「利用者登録される方はこちら」をクリックし利用者登録を行ってください。 

 

 

手続き申込ページで利用規約を確認し、同意するをクリックしてください。 

 

登録している利用者 ID と

パスワードを入力してく

ださい。 

初めてｅ-ひょうごを利用

する場合は利用者登録を行

ってください。 
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手続き申込画面から各申請者情報等を入力してください。 

申請者情報は各施設等の開設者や管理者等法律に基づく申請（届出）者の

名称や所在地を入力してください。 

担当者は申請（届出）書類を作成し、申請（届出）内容について照会が必

要となったときに回答できるかたの情報を入力してください。 

 

 

利用規約を確認し、同

意するを選択してく

ださい。 

 。 

開設者等申請（届出）者

名称（個人名若しくは

法人名）・郵便番号・住

所を入力してくださ

い。 
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手続き書類の添付は、ファイル選択をクリックしてファイルを選択し、「添

付する」をクリックしてください。複数ファイルを添付する場合は、ファイ

ル１つに対して「ファイルの選択」して「添付する」作業を繰り返してくだ

   

該当する申請（届出）手

続きにチェックを入れ

てください。複数選択

可能。 

３．申請届出の選択でダ

ウンロードした申請（届

出）書類、その他必要な書

類を添付してください。

※次項を確認ください。 

提出先を選択し「確認

へ進む」をクリックし

てください。 

申請（届出）手続きを

担当する方の氏名、電

話番号、メールアドレ

スを入力、本人確認資

料の添付をしてくだ

さい。 
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さい。添付できるファイルの合計サイズは 100MB、ファイル数は 20 ファイ

ルとなっていますので、ファイルの合計サイズ、ファイル数が超える場合は、

申請を複数に分けてください。 

 

  

「ファイルの選択」をクリッ

クし添付ファイルを選択し

「添付する」をクリックして

ください。 

複数の添付ファイルがある

場合は、この作業を繰り返し

てください。 
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申込確認画面で入力した内容を確認し、「申込む」ボタンをクリックしてく

ださい。 

 

申込完了画面です。申込完了のメール通知が届きます。 

  

内容を確認し、「申込

む」をクリックしてく

ださい。 

申込が完了しました。 

整理番号とパスワード

を記載したメールが届

きます。 
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②内容に不備があった場合 

電子申請した内容を所管部署が確認し不備があった場合、申請が返却され

電子メールで通知されます。 

 

申請返却があったら不備があったところを補正し、兵庫県電子申請システ

ム e-ひょうごから修正申請してください。 

 

内容に不備があった場

合、申請返却の案内メ

ールが届きます。 

e-ひょうごトップペー

ジの「申し込み状況の

確認」をクリックしま

す。 



 

 

14 

 

申請内容照会ページから該当する申請のページを開いてください。 

 

 

該当する申請内容のページにある「修正する」ボタンをクリックし、補正

した申請（届出）書類のファイルを添付して提出してください。ファイルを

添付する際に修正前の添付ファイルは削除してください。 

  

申請（届出）した整理場

号を確認し、「詳細」を

クリックします。 

「修正する」をクリック

し、補正した申請（届出）

書類を再度添付して申請

（届出）してください。 
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６．電子申請の提出先 

① 医療法人にかかる電子申請の提出先 

医療法人の所在地 認可申請 届出※ 

保健所設置市（神戸市、

姫路市、尼崎市、西宮

市、明石市） 

医務課医療指導班 医務課医療指導班 

上記以外の市町 医務課医療指導班 
住所地を所管する健康

福祉事務所 

※複数の診療所を保健所の所管をまたいで運営する医療法人の届出は医務

課医療指導班に提出すること。 

 

② 病院、診療所、助産所にかかる電子申請の提出先（保健所設置市※） 

医療機関の種類 許可申請 届出 

病院 

医務課医療指導班 

（神戸市は神戸市保健

所へ（県電子申請シス

テム対象外）） 

住所地を所管する保健

所（県電子申請システ

ム対象外） 

診療所 

住所地を所管する保健

所（県電子申請システ

ム対象外） 

住所地を所管する保健

所（県電子申請システ

ム対象外） 

助産所 

住所地を所管する保健

所（県電子申請システ

ム対象外） 

住所地を所管する保健

所（県電子申請システ

ム対象外） 

※保健所設置市：神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市 
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③ 病院、診療所、助産所に係る電子申請の提出先(保健所設置市以外の市町) 

医療機関の種類 許可申請 届出 

病院 

住所地を所管する健康

福祉事務所（開設・増

床に係る許可申請は医

務課医療指導班） 

住所地を所管する健康

福祉事務所 

診療所 
住所地を所管する健康

福祉事務所 

住所地を所管する健康

福祉事務所 

助産所 
住所地を所管する健康

福祉事務所 

住所地を所管する健康

福祉事務所 

 

④ 施術所・歯科技工所・登録衛生検査所に係る電子申請 

施設の種類 登録申請 届出 

施術所 － 
住所地を所管する保健

所・健康福祉事務所 

歯科技工所 － 
住所地を所管する保健

所・健康福祉事務所 

登録衛生検査所 
住所地を所管する保健

所・健康福祉事務所 

住所地を所管する保健

所・健康福祉事務所 
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７．保健所一覧 

設置主体 保健所名 所管市町 

神戸市 神戸市保健所 

神戸市（東灘区・灘区・兵

庫区・長田区・須磨区・垂

水区・北区・中央区・西

区） 

姫路市 姫路市保健所 姫路市 

尼崎市 尼崎市保健所 尼崎市 

西宮市 西宮市保健所 西宮市 

明石市 あかし保健所 明石市 

兵庫県 芦屋健康福祉事務所（保健所） 芦屋市 

兵庫県 宝塚健康福祉事務所（保健所） 宝塚市、三田市 

兵庫県 伊丹健康福祉事務所（保健所） 
伊丹市、川西市、川辺郡猪

名川町 

兵庫県 
加古川健康福祉事務所（保健

所） 

加古川市、高砂市、加古郡

稲美町、加古郡播磨町 

兵庫県 加東健康福祉事務所（保健所） 

西脇市、三木市、小野市、

加西市、加東市、多可郡多

可町 

兵庫県 
中播磨健康福祉事務所（福崎保

健所） 

神崎郡神河町、神崎郡市川

町、神崎郡福崎町 

兵庫県 龍野健康福祉事務所（保健所） 
たつの市、宍粟市、揖保郡

太子町、佐用郡佐用町 

兵庫県 赤穂健康福祉事務所（保健所） 
相生市、赤穂市、赤穂郡上

郡町 

兵庫県 豊岡健康福祉事務所（保健所） 
豊岡市、美方郡香美町、美

方郡新温泉町 

兵庫県 朝来健康福祉事務所（保健所） 朝来市、養父市 

兵庫県 丹波健康福祉事務所（保健所） 丹波市、丹波篠山市 

兵庫県 洲本健康福祉事務所（保健所） 
洲本市、淡路市、南あわじ

市 
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８．申請・届出一覧 

医療法人に関する手続き 

定款（寄附行為）変更認可申請 医療法人の定款内容（本来業務、附帯業務、役

員定数、会計年度等）を変更するときに申請し

てください 

決算届 毎会計年度終了後 3 月以内に届出をしてくだ

さい 

経営情報等の報告 毎会計年度終了後 3 月以内に届出をしてくだ

さい 

役員変更届 医療法人の役員に変更があったときに届出を

してください 

登記事項変更登記完了届 医療法人の登記事項に変更が生じたときに届

出ください 

医療法人設立登記完了届 医療法人設立認可後、登記が完了したときに

届出ください 

従たる事務所の新規登記完了

届 

従たる事務所を新設後、登記が完了したとき

に届出ください 

事務所移転登記完了届  事務所を移転後、登記が完了したときに届出

ください 

医療法人合併登記完了届 合併認可後、登記が完了したときに届出くだ

さい 

医療法人分割登記完了届 分割認可後、登記が完了したときに届出くだ

さい 

清算人の就任登記届 解散に関して清算人の就任後、登記が完了し

たときに届出ください 

医療法人清算結了届 清算の結了後、登記が完了したときに届出く

ださい 

医療法人解散登記完了届 解散認可後、登記が完了したときに届出くだ

さい 

医療法人解散届 定款をもって定めた解散事由の発生又は社員

の欠乏により医療法人が解散したときに届出

ください 

法人定款変更届 事務所所在地及び広告の方法を変更したとき

に届出ください 
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基本財産処分（担保設定） 特定医療法人が基本財産の処分や担保提供を

するときに申請してください 

特定医療法人に係る証明 特定医療法人が厚生労働大臣が定める基準を

満たしている旨の証明を受けるときに提出し

てください 

設立認可申請 医療法人を設立するときに申請してください 

解散認可申請 医療法人を解散するときに申請してください 
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病院に関する手続き 

病院開設許可 病院を開設するときに申請してください 

病院建物の構造設備・平面図

変更許可 

病院建物の構造設備や室の用途に変更がある

ときに申請してください 

病院建物使用許可申請 上記の病院建物の構造設備・平面図変更許可を

受けたあと使用する前に申請してください 

病院敷地面積・平面図変更許

可 

病院の敷地面積に変更がある場合に申請して

ください 

病院病床数変更許可 病院の病床数に変更がある場合に申請してく

ださい 

病院病床種別変更許可 病院の病床種別に変更（療養病床→一般病床

等）がある場合に申請してください 

病院従業者定員変更許可 病院の従業者の定員に変更がある場合に申請

してください 

病院開設目的・維持方法変更

許可 

病院の開設目的や維持方法に変更がある場合

に申請してください 

病院管理免除許可 病院管理者の管理免除を受ける場合に申請し

てください（個人開設の病院のみ） 

病院医師宿直免除申請 病院医師の宿直免除を受ける場合に申請して

ください 

病院専属薬剤師設置免除許可 病院専属薬剤師の設置免除を受ける場合に申

請してください 

病院開設届 病院を開設したときに届出をしてください 

病院開設届出事項変更届 病院開設時に届出をした事項（診療科目、診療

日時等）に変更があった場合に届出をしてくだ

さい  

病院（休止・再開届） 病院を休止したとき、休止から再開したときに

届出をしてください 

病院廃止届 病院を廃止したときに届出をしてください 

病院病床数変更届 病院の病床数を変更（減床）したときに届出を

してください 

病院開設者死亡（失そう宣言）

届 

病因の開設者が死亡または失そうしたときに

届出をしてください 

病院建物使用前自主検査届 病院の使用検査を病院職員自ら検査を行った

場合に届出をしてください 
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許可取消願 病院に関してすでに許可が下りた内容を取り

消したい場合に提出してください 

申請取下げ願 病院に関して提出したまだ決定されていない

申請を取り下げたい場合に提出してください 
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診療所に関する手続き 

診療所開設許可 診療所を開設するときに申請してください 

診療所敷地面積及び建物の

構造設備・平面図変更許可 

診療所建物の構造設備や室の用途に変更があ

るときに申請してください 

診療所開設目的・維持方法変

更許可 

診療所の開設目的や維持方法に変更がある場

合に申請してください 

診療所従業者定員変更許可 診療所の従業者の定員に変更がある場合に申

請してください 

診療所管理免除許可（医師又

は歯科医師による開設） 

診療所管理者の管理免除を受ける場合に申請

してください 

診療所管理者兼任許可 診療所管理者の兼任を受けたい場合に申請し

てください 

診療所専属薬剤師設置免除

許可 

診療所専属薬剤師の設置免除を受ける場合に

申請してください 

診療所病床設置許可 診療所に病床を設置する場合に申請してくだ

さい 

診療所病床数変更許可 診療所の病床数に変更がある場合に申請して

ください 

有床診療所使用許可 診療所建物の構造設備・平面図変更許可を受け

たあと使用する前に申請してください 

療所開設届 医師（又は歯科医師）以外により診療所を開設

したときに届出してください 

診療所敷地面積及び建物の

構造設備・平面図変更届 

診療所の敷地面積・構造設備・平面図変更をし

たときに届出してください 

診療所開設届出事項等変更

届 

診療所開設時に届出をした事項（診療科目、診

療日時等）に変更があった場合に届出をしてく

ださい 

診療所開設届出事項等変更

届（開設者の兼務・兼職状況、

従業者の定員） 

診療所開設時に届出をした事項（診療科目、診

療日時等）に変更があった場合に届出をしてく

ださい(医師（又は歯科医師）が開設する場合) 

診療所（休止・再開）届 診療所を休止したとき、休止から再開したとき

に届出をしてください 

診療所廃止届 診療所を廃止したときに届出をしてください 

診療所開設者死亡（失そう宣

告）届 

診療所の開設者が死亡または失そう宣告した

ときに届出をしてください 
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診療所病床設置届 診療所に病床を設置したときに届出をしてく

ださい 

診療所病床数変更届 診療所の病床数を変更したときに届出をして

ください 

診療所等建物使用前自主検

査届 

診療所の使用検査を診療所職員自ら検査を行

った場合に届出をしてください 
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助産所に関する手続き 

助産所開設許可申請 法人等の助産師以外の者が開設する前に申請

してください 

助産所従業員定員変更許可

申請 

法人等の助産師以外の者が開設する助産所従

業員の定員を変更する前に申請してください 

助産所敷地面積及び建物の

構造設備・平面図変更許可申

請 

法人等の助産師以外の者が開設する助産所建

物の構造設備・平面図を変更するときに申請し

てください 

助産所管理免除許可申請 助産師個人が開設する開設者が病気療養等の

ため開設者自らが管理できないときに、新たな

管理者が勤務するときに申請してください 

助産所管理者兼任許可申請 へき地等の入所施設を有しない助産所の管理

者を兼任させるなど既に管理者にある助産師

が他の助産所の管理者を兼任しようとする場

合に申請してください 

助産所入所施設使用許可申

請 

入所施設を有する助産所の開設許可又は平面

図変更許可を受けてから、その施設を使用する

までに申請してください 

開設届 法人等の助産師以外の者が助産所開設許可を

受けた後に、助産所を開設したときに届出をし

てください 

助産所開設届 助産師が個人の助産所を開設したときに届出

をしてください 

助産所敷地面積及び建物構

造設備・平面図変更届 

助産師個人が開設した助産所の敷地面積及び

建物の構造設備・平面図を変更したとき届出を

してください 

助産所開設届出事項変更届 助産所開設届事項に変更があったときに変更

のあった事項について届出をしてください 

助産所「開設者の兼務・兼職

状況」「従業員の定員」変更

届 

開設者の兼務・兼務状況に変更がある場合に届

出をしてください 

助産師個人が開設した助産所の従業員の定員

を変更した場合に届出をしてください 

助産所入所施設数変更届 助産師個人が開設した助産所の施設数を変更

するときに届出をしてください 
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助産所休止・再開届 助産所を休止又は休止した助産所を再開した

ときに届出をしてください 

助産所廃止届 助産所を廃止したときに提出してください 

助産所開設者死亡（失そう宣

告）届 

助産所の開設者が死亡又は失そう宣告を受け

たときに提出してください 

助産所等建物使用前自主検

査届 

助産所の開設許可又は構造設備・平面図変更許

可を受けてから、使用にあたって助産所職員自

ら検査を行った場合に届出をしてください 

助産師出張業務開始届 助産師個人が出張のみのよって助産師業務を

開始したときに提出してください 

助産師出張業務廃止届 出張のみによる助産師業務を廃止したときに

提出してください 

助産師出張業務開設者死亡

（失そう宣告）届 

出張のみによる助産師業務を開設した者が死

亡又は失そう宣告を受けたときに提出してく

ださい 

助産師出張業務休止・再開届 出張のみによる助産師業務を開設した者が業

務を休止又は休止した業務を再開したときに

提出してください 

 

  



 

 

26 

 

巡回診療（健診）に関する手続き 

巡回健診等実施計画書 健康診断・予防接種・採血用 

兵庫県内に所在する既存の病院又は診療所の

事業として巡回健診等を行う場合に届出くだ

さい 
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医療機関における放射線関係に関する手続き 

診療用エックス線装置備付

届 

エックス線装置を備えようとするときに届出く

ださい 

診療用高エネルギー放射線

発生装置備付届 

診療用高エネルギー放射線発生装置を備えよう

とするときに届出ください 

診療用粒子線照射装置備付

届 

診療用粒子線照射装置を備えようとするときに

届出ください 

診療用放射線照射装置備付

届 

診療用放射線照射装置を備えようとするときに

届出ください 

診療用放射線照射器具備付

届 

診療用放射線照射器具を備えようとするときに

届出ください 

放射性同位元素装備診療機

器備付届 

放射性同位元素装備診療機器を備えようとする

ときに届出ください 

診療用放射性同位元素使用

器具備付届 

診療用放射性同位元素使用器具を備えようとす

るときに届出ください 

診療用放射性同位元素備付

届 

診療用放射性同位元素を備えようとするときに

届出ください 

陽電子断層撮影診療用放射

性同位元素備付届 

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えよ

うとするときに届出ください 

診療用放射線照射器具翌年

使用届 

診療用放射線照射器具の翌年の使用予定ついて

届出ください 

診療用放射性同位元素使用

器具翌年使用届 

診療用放射性同位元素使用器具の翌年の使用予

定ついて届出ください 

診療用放射性同位元素翌年

使用届 

診療用放射性同位元の翌年の使用予定ついて届

出ください 

陽電子断層撮影診療用放射

性同位元素翌年使用届 

陽電子断層撮影診療用放射性同位元の翌年の使

用予定ついて届出ください 

 廃止届 
すべてのエックス線装置等を廃止したとき、ま

たは医療機関を廃止したときに届出ください 

診療用放射性同位元素使用

器具・診療用放射性同位元

素・陽電子断層撮影診療用放

射性同位元素廃止後措置届 

診療用放射性同位元素使用器具・診療用放射性

同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元

素を廃止したときに廃止後の措置について届出

ください 

 変更届 
各種装置等を変更する時に届出ください 
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施術所に関する手続き 

術所開設届 施術所を開設したときに届出をしてください 

施術所届出事項変更届 施術所開設時に届出をした事項（施術所の名

称、従事する施術者の氏名、構造設備の概要等）

に変更があった場合に届出をしてください 

施術所（休止・再開・廃止届） 施術所を休止したとき、休止から再開したと

き、または廃止したときに届出をしてください 

施術所開設者死亡（失そう宣

告）届 

施術所の開設者が死亡または失そう宣告を受

けたときに届出をしてください 

施術者出張業務開始届 施術者が出張業務を開始したときに届出をし

てください 

施術者出張業務（休止・再開・

廃止）届 

施術者の出張業務を休止したとき、休止から再

開したとき、または廃止したときに届出をして

ください 

出張業務施術者死亡（失そう

宣告）届 

出張業務を届出していた施術者が死亡または

失そう宣告を受けたときに届出をしてくださ

い 

施術者滞在業務開始届 施術者が滞在業務を開始するときに届出をし

てください 
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申請者にかかる Q&A 

Q１：病院を運営する医療法人の役員変更届の提出先は、どこを選択したらいいのか。 

A１：医務課を選択してください。 

 

Q２：申請後、内容に誤りがあるのに気付いたので、書類を差し替えたい。 

A２：申込状況の確認ページで、処理状況が処理待ちの場合、修正可能です。「修正する」

ボタンより、手続きを行ってください。処理状況が完了となっている場合は、提出先へ

お問い合わせください。 

 

Q３：紙で提出する場合は控えが必要な際に部数を追加し、届出の表紙に受領印を押印

されたものを返却してもらっていた。電子申請の場合はどのような取り扱いになるの

か。 

A３：申請状況の確認ページで、申込内容を照会ください。処理状況を確認できます。 

 

Q４：申込内容照会の画面で、処理状況の処理待ちはどういうことか。 

A４：申込内容の確認がまだ行われていない状況です。 

 

Q５：申込内容照会の画面で、処理状況が完了はどういうことか。 

A５：担当者による申込内容の確認が済んでいる状況です。不足書類や補正がある場合

は、担当者より連絡があります。 

 

Q６：許認可書はどのような形で送られてくるのか。 

A６：電子公印と電子署名を付与された電子ファイルが、申請時に登録して頂いたメー

ルアドレス先へ送信されます。 

 

Q７：医療法人の役員変更届について電子申請を行いたいが、理事長の変更の場合、医

師免許証の原本照合はどうすればよいか。 

A７：健康福祉事務所（保健所）で原本照合を受けた免許証の写しは申請者側で届出書

類の控えと併せて保管しておいてください。 

 

Q８：証明書類等の原本は、別途郵送が必要か。 

A８：不要です。申請者側で申請書類の控えと併せて保管しておいてください。 

 


